
　町では、ごみの減量および資源の有効利用を促進す

ることを目的として、リサイクル活動を行う町内の団

体に、収集量などに応じて奨励金を交付しています。

　近年は、団体の活動休止によりリサイクル活動が減

少傾向にあることから、団体やサークル活動の事業に

リサイクル活動を盛込んでいただければ幸いです。

〇対象品目および奨励金

　町からの奨励金は、次の（１）と（２）の合計額

となりますが、この他、指定業者へ売り渡した金額

が交付されます。

（１）収集量に応じた奨励金

　　（注） 段ボール、紙パックについては対象品目で
はありません。また、ビールケースは指定業
者で売り渡せますが、町奨励金の対象ではあ
りません。

（２）資源回収日の売り渡し金額に応じた奨励金

指定業者への売り渡した金額 町奨励金（２）

　５千円未満 １，０００円

　５千円以上１万円未満 １，５００円

　１万円以上２万円未満 ２，５００円

　２万円以上 ３，０００円

〇指定業者への売り渡し方法

　町が指定する業者へ事前連絡し、搬入または集積

し指定業者へ引渡すこととなります。

【町指定業者】

・有限会社クリアー新冠

　新冠町字節婦町 253番地の１ ☎ 0146・47・2164

・有限会社杉田産業

　新冠町字北星町８番地の 50　☎ 0146・47・3061

〇その他

　新規に活動を行う団体は、登録が必要となります

ので、事前に町担当係までご連絡をお願いします。

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ環境衛生係
　　　　　　　　　　  ☎ 0146・47・2112

リサイクル活動をする団体への奨励金制度のご案内

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）

●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆木村　千鶴子 （古布２袋）

☆白藤　知鶴 （古布１袋）

☆渡辺　恵美子 （古布４袋、オムツ６袋）

☆早川　憲吾 （大根 20本）

☆葛野　弘子 （古布３袋）

☆ボランティアグループちょぼら
 （カット布４袋、オムツ２袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆東　民子 （50,000 円）

☆川村　敏子 （50,000 円）

●福祉事業に役立ててと

☆匿　名 （100,000 円）

☆田端　百合子 （古布１箱）

☆匿　名 （古布１袋）

☆匿　名 （古布１袋）

古布の寄贈のお願い

　古着や古シーツなど、使用しなく

なったものがありましたら、直接、国

保診療所・老人ホーム恵寿荘・町社会

福祉協議会にご持参ください。

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

５

月

14 日（水） 13：00～16：30 フッ素塗布

保健センター

27 日（火）
受付 10：00～
受付 13：00～

4・7・12 ヶ月児健康診査

1歳6ヶ月・3歳児健康診査

６

月

４日（水） 18：00～20：00 からだリセット講座

８日（日）

９日（月）
受付 ７：00～

特定健診、若年健診

胃・肺・大腸・前立腺
がん検診

肝炎ウイルス・エキノ
コックス症検査

20日（金） 13：00～15：00 ５歳児相談

　事業の詳細は、対象者への個別案内や町政事務委託文書

などでお知らせします。

区　分 品　　目 町奨励金（１）

紙　類 新聞紙、雑誌 　　３円 /㎏

瓶　類 ビール瓶、一升瓶 ３円以内 /本

金属類 アルミ缶 　　10 円 / ㎏

スチール缶 　　３円 /㎏

その他 ビールケース 奨励金対象外

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information － その２

　　　　　　
　静内保健所では、専門窓口の開設のほか、感染症検査を行っています。

　事前に予約が必要となりますが、無料で相談、検査できますので、お気軽にお問い合わせください。

静内保健所の各種専門相談窓口と感染症検査のご案内

女性の健康相談

○内容

　女性特有の健康上の悩みについて、ご相談に応じます。

○相談例

　妊娠・出産・子育て、思春期の性、望まない妊娠、

性感染症、更年期症状など。

○日時

　原則毎月第４水曜日　13 時 30 分～ 15 時 30 分

　※相談日時は変更になる場合があります

こころの健康相談

○内容

　精精神科専門医がこころの健康問題について、ご

本人またはご家族や関係者からのご相談に応じます。

○相談例

　うつ状態、ストレス、不眠、拒食、人との交流が

難しい、ひきこもり、依存症など。

○日時

　原則毎月第２金曜日　13 時 30 分～ 15 時 30 分

　(１人１時間程度）

　※相談日時は変更になる場合があります

各種感染症検査

○内容

　静内保健所では、ＨＩＶ・肝炎・ＨＴＬＶ－１・

梅毒検査を行っています。

　感染が心配な方は、匿名・無料で検査を受けるこ

とができます。

○日時

　原則毎月第１水曜日　10 時 30 分～ 16 時 30 分

　※令和７年度より検査日を変更しています。

　※検査日時は変更になる場合があります。

●問い合わせ先：保健福祉課保健福祉グループ健康推進係　☎ 0146・47・2113

　　　　　　
　近年はヒグマとの突発的な遭遇による事故が全国各地で発生しているため山菜採りなどで野山に入られる

方はヒグマと遭遇しないために、野山に入るときは次のことに注意しましょう。

ヒグマにご注意ください -４月１日から５月 31 日までは「春のヒグマ注意特別期間」です -

『山には一人で入らず音を出しながら歩く』

　自分がいることをヒグマに知らせることで遭遇を

避けられる可能性があがります。

『うす暗いときは山に入らない』

　視界も悪く突発的にヒグマに遭遇する可能性があ

ります。

『ヒグマのフンや足跡、動物の死体を見たらすぐ

に引き返す』

　付近にヒグマが潜んでいる可能性があります。

『ゴミはヒグマを呼び寄せるため絶対に捨てない』

　後から来る人を危険に陥れる可能性があるため絶

対にしないでください。

★もしも出会ってしまったら

　ヒグマの様子を見ながら、視線をそらさずに静か

にゆっくりとその場から離れましょう。スマート

フォンなどでの撮影はヒグマを興奮させるため絶対

にしないでください。

　子グマの近くには必ず親グマが居ます。不用意に

近づけば、我が子を守るために母グマが襲ってくる

ため近づかないでください。

●問い合わせ先：産業課鳥獣被害対策推進室　☎ 0146・47・2110

　ヒグマに対する対策をしても、ヒグマとの突発

的な遭遇を必ず避けられることはありませんので、

不必要に野山へ入ることはやめましょう。
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